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画」の策定に向け、高齢者の皆さん
の健康状態や高齢者福祉に関する意
見を募るため「八幡市介護予防・日
常生活圏域ニーズ調査」と「八幡市
在宅介護実態調査」を実施します。
　調査結果は、計画策定の際の貴重
な資料となります。ぜひ、皆さんの
ご協力をお願いします。

　高齢者やその家族が住み慣れた地
域で安心して暮らすことができるよ
うに「八幡市高齢者健康福祉計画及
び介護保険事業計画」に基づき、施
策を推進しています。
　この度、令和９年度～11年度を計
画期間とする「八幡市高齢者健康福
祉計画及び第10期介護保険事業計

■対象（いずれも無作為抽出）
　令和７年11月１日時点65歳以上
で、次のいずれかに該当する人
❶要介護１～５の介護認定を受けて
いない3000人
❷在宅で生活をしている要支援・要
介護認定を受けている1000人
■調査発送日
　12月12日（金）から順次発送
■回答期限
　１月６日（火）まで
　（当日消印有効）

問高齢介護課（☎983‒5471）

介護保険事業計画の
アンケートにご協力ください

※左記以外にも八幡市立小学校の休
業日や行事等に合わせて開設しま
す。
■費用　月額8500円（所得に応じて
変更あり）、傷害保険料＝600円（年
額）、その他おやつ代などの負担
あり
■受付時間

▼各施設＝平日午後１時～７時（土
曜日は午前８時～午後６時）

▼こども未来課＝平日午前８時30分

■対象　市内在住の小学新１～新６
年生で、保護者が就労・疾病・出
産その他やむを得ない事情によ
り、放課後にご家庭で保護を受け
られない児童
■開設日時

▼平日＝放課後～午後７時（午後６
時30分～７時の延長利用には、事
前申請が必要）

▼土曜日＝午前８時～午後６時（事
前申請が必要）

請の場合、希望の利用開始日から
利用できない場合があります。
※美濃山小学校区の希望クラブ調査
票は、受付期間内の申請者のみ対
象となります。

令和８年４月からの放課後児童クラブ入所について
受付期間　12月８日(月)～１月９日(金)

問こども未来課（☎983‒1125）

～正午、午後１時～５時15
分
■申請方法　申請書類に必要
事項を記入し、保護者の就
労証明書等を添えて提出
※申請書類等はこども未来課
と各施設で配布するほか、
口座振替申込用紙以外は、
市ホームページから入手可。
※書類に不備がある場合は受け付け
できません。
※受付期間内の申込者を優先して受
け入れするため、受付期間後の申

小学校区 実施施設
八幡小 八幡小学校内
くすのき小竹園児童センター内
さくら小 男山児童センター内
橋本小 橋本児童センター内
中央小 中央小学校内
有都小 有都小学校内
南山小 南山小学校内

美濃山小
美濃山小学校内
子ども・子育て支援センター内

■日時　２月７日（土）
　午後１時30分～４時（予定）
　（開場は午後１時～）
■場所　文化センター４階小ホール
■対象　市内在住の中学生以上の人
■定員　300人
■出演者　桂　南光さん、桂　米二さん、
　　　　　二之宮義人弁護士　他
■制作協力　株式会社米朝事務所

■応募方法　郵便往復ハガキに必要
事項を記入し、１月５日（月）
必着で生活情報センター（〒614‒
8373　八幡市男山八望３‒１　Ｂ
51棟）へ郵送。
※申し込みは１人１回までで、ハガ
キ１枚につき２人まで申込可（重
複しての申し込みは無効）。
※定員を超えた場合は、抽選のうえ、１月中旬に選考結果を返信します。
■注意事項　ご来場の際は公共交通機関の利用にご協力をお願いします。

桂南光さんトークショーも

問生活情報センター（☎983‒8400）

問健康推進課（☎983‒1116）

「やわた未来いきいき健幸プロジェクト」から

医療費・介護給付費の抑制効果額を分析
　やわた未来いきいき健幸プロジ
ェクト（以下、みらいき）は健康
づくりに取り組むことで、医療費・
介護給付費を抑制し、個人の負担
を軽減することを目標の一つにし
ています。今回は最新の効果検証
結果についてお知らせします。

発生率が低減
　令和５年度の医療費・介護給付
費について、令和元年度～令和４
年度に事業に参加した人と非参加
群（※１）を比較したところ、１
年間で約３億3200万円の抑制効果
が確認できました。
　また、平成30年度～令和５年度

　ウォーキングの際に便利なサ
コッシュを作成しました。スマ
ホとペットボトルの収納に便利
で、肩かけで使えるため、ウォ
ーキングに重宝します。ぜひご
活用ください。
■購入方法
❶健康推進課窓口
❷オンライン申請

出典＝京都府八幡市ＳＷＣ－ＡＩによるデータ分析業務報告書（〈株〉つくばウエルネスリサーチ）から作図

※比例ハザード比＝100万
円以上の医療費および介
護給付の発生する危険度
を相対的に表した値（１
を超える場合はリスクが
高く、１を下回る場合は
リスクが低いことを示
す）。
※対象者＝左図は平成30年
に100万円以上の医療費、
右図は介護給付が発生し
ていない平成30年～令和
５年の国保・後期高齢者
医療制度の加入者
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■100万円以上の
　医療費の発生率

６年間の
100万円以上の
医療費の発生率が

16％少ない 55％少ない

６年間の
介護給付の
発生率が

■介護給付の
　発生率
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▼事業の参加者募集中
　まだみらいきに参加していない人
も歩く習慣を身につけ、健幸な生活
を送ってみませんか。
詳細は、右記の二次元
コードからお申し込み
ください。

みらいき
オリジナル
サコッシュ
販売中

令和７年度消費者啓発事業 生活情報センター寄席 　消費者被害の未然防止をテーマに、落語家・桂南光さん＝写
真＝他による落語会とトークショーを行います。楽しく学んで、
消費者被害にあわないようにしましょう。※参加無料。

の６年間の医療費・介護給付費の
状況を確認すると、100万円以上
の医療費の発生率は16％、介護給
付の発生率は55％低減しているこ
とが分かりました。

※１＝事業参加者群と年齢構成、性別（男女）の割合、事業参加前年度
の医療・介護に要した費用等の諸条件が同じになるように設定。


